
金沢学院大学・金沢学院短期大学における研究活動不正行為等の告発及び調査等の流れ

予備調査の実施

調査、不正行為の認定・悪意に基づく告発の認定、不服申し立ての審査

告発者(学内)の保護

告発者

コンプライアンス室

【不正行為告発窓口】

076-229-8987
compli@kanazawa-gu.ac.jp

【調査委員会】
・委員長 ：統括管理責任者（学長）

・最高管理責任者が指名する理事 ２名

・研究分野の知見を有する外部有識者 ２名

・法律の知識を有する外部有識者 ２名

資金配分機関・関係機関
（公的研究費の交付元）

学部長・研究科長

（短期大学は学科長）

【部局責任者】

【予備調査委員会】

統括責任者が指名した
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大学学長・短期大学学長
【統括管理責任者】

調査・認定結果の報告

調査結果の公表

(悪意に基づく告発の場合、

告発者と認定理由等の公表）

調査開始の通知

調査の中間報告

調査(再調査）結果の報告

不服申立て却下・再調査の通知

悪意に基づく告発認定の報告

研究費の使用中止・措置の解除の報告

処分内容の報告

調査(再調査）結果の報告

一時的措置(研究費の支出停止）・解除

調査(再調査）結果の報告

研究費の中止・解除

論文等の取下げ勧告

措置・措置の解除

調査実施の通知・協力要請

調査開始の通知・協力要請

調査を実施しないことの通知

不服申立て却下・再調査の通知

理事長
【最高管理責任者】

調査実施の通知・協力要請

調査開始の通知・協力要請

弁明機会・再実験等の保障

不服申立て却下・再調査の通知

「告発」の報告


